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農
家
の
負
債
と
負
措
能
力
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三
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携
能
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115目

農
家
の
負
債
に
闘
し
で
は
、
従
来
種
々
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
何
だ
か
今
一
つ
問
題
の
中
心
核
子
に
鯛
れ
た
純
研
究
的
友

も
の
が
少
い
ゃ
う
で
あ
る
。
共
の
意
味
に
於
て
研
究
的
た
問
題
の
取
扱
を
考
へ
て
み
る
と
、
先
づ
以
て
農
業
信
用
若
く
は
農
業
金
融

な
る
も
の
L
本
質
に
つ
い
て
の
問
題
、
即
ち
之
を
普
通
の
資
本
主
義
的
経
済
に
於
け
る
一
特
殊
金
融
方
商
と
し
亡
成
り
立
た
し
て
置

く
と
と
そ
れ
自
身
が
既
に
問
題
と
た
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
農
業
怒
る
も
の
L

本
性
と
資
本
主
義
経
済
機
構
と
の
遁
合
不
適
合
に
閥

す
る
根
本
的
研
究
と
併
せ
て
、
資
本
主
義
的
信
用
若
く
は
金
融
制
度
の
一
部
面
と
し
て
の
農
業
信
問
若
く
は
金
融
た
る
も
の
h
存
績

の
可
能
性
左
受
賞
性
と
に
就
い
て
の
研
究
が
、
必
要
と
考
へ
ら
れ
る
。

併
し
斯
か
る
根
本
的
た
研
究
は
暫
く
措
《
と
し
て
も
、
此
際
理
論
的
に
も
賓
際
的
に
も
是
非
乙
れ
を
以
て
研
究
の
出
稜
黙
と
左
さ

泣
け
れ
ば
友
ら
ね
乙
と
は
、
現
在
の
資
本
主
義
的
信
用
制
度
の
下
に
於
て
、
農
家
が
現
に
既
に
負
指
し
て
居
り
、
支
持
来
も
負
指
す

る
で
あ
ら
う
借
金
の
重
荷
と
、
共
の
利
子
の
負
婚
と
を
ば
、
農
家
の
牧
盆
も
し
く
は
所
得
と
比
較
し
て
み
て
、
英
の
重
き
負
拾
が
、

如
何
に
農
業
経
済
及
び
農
家
経
営
を
慶
迫
し
て
ゐ
る
か
、
備
又
引
い
て
農
家
生
活
を
苦
め
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
賄
で
あ
る
。



此
黙
を
究
明
し
た
い
で
、
た

H
h

農
家
の
負
債
が
一
園
内
合
計
に
於
て
何
程
の
額
に
上
ぼ
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
の
乙
と
で
、
想
像

的
に
農
家
の
之
に
依
る
苦
み
を
考
へ
、
そ
の
考
を
基
礎
と
し
て
農
家
負
債
の
整
理
の
必
要
を
論
じ
共
の
方
策
を
講
十
る
の
で
は
、
甚

だ
以
て
非
製
究
的
で
あ
る
ば
か
り
で
友
く
、
貧
は
負
債
整
理
の
政
策
を
樹
つ
べ
き
理
論
的
基
礎
も
据
は
り
得
十
、
問
題
は
い
つ
も
た

ピ
常
識
的
に
取
扱
は
れ
て
、
政
策
も
聞
に
合
は
せ
的
た
も
の
に
た
っ
て
し
ま
ラ
乙
と
を
免
れ
難
い
。

例
て
以
下
少
し
く
、
農
家
負
債
の
賓
般
を
其
の
業
務
牧
徒
及
び
一
家
所
得
と
の
比
較
に
於
て
、
官
一
設
的
に
検
討
す
る
と
共
に
、
併

ぜ
て
又
農
家
の
負
債
を
整
理
す
る
に
つ
い
て
の
目
標
と
注
す
べ
き
所
の
も
の
に
闘
し
で
、

一
つ
に
は
利
子
理
論
の
上
よ
り
、

'つ
に

は
又
農
家
経
済
の
賞
欣
よ
り
考
察
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。
蓋
し
農
家
負
債
を
所
謂
膏
償
一
河
本
K
於
い
て
切
拾
て
又
利
子
の
引
下
げ
を

行
っ
て
、
之
友
新
伎
に
借
替
え
し
む
る
に
就
い
て
品
、
其
の
切
除
の
限
界
を
潟
し
引
ド
げ
の
程
度
を
把
な
る
も
の
は
、
此
の
考
察
に

依
rd
て
昨
h
'
p
k
せ
ら
れ
る
舛
は
た
い
か
ら
で
恋
る
れ

た
ピ
我
固
に
つ
い
て
は
、
賓
扶
に
闘
す
る
調
賓
材
料
の
甚
だ
不
備
友
る
と
と
を
遺
憾
と
す
る
。

ーー
農
家
負
債
と
農
業
牧
盆

農
家
の
負
債
貧
額
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
負
債
各
農
家
に
つ
い
て
綿
密
友
調
査
を
行
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
潟
し
難
い
所
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
謂
ふ
ぺ
〈
し
て
行
ぴ
得
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
我
園
に
於
て
は
た
ピ
推
定
的
友
調
交
が
得
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
友
い
。
そ

れ
に
依
っ
て
昭
和
七
年
の
農
務
局
調
査
と
し
て
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
所
の
も
の
を
見
れ
ば
、
総
額
四
十
七
億
一
千
七
百
高
闘
と
在
っ
て

ゐ
る
。
農
家
一
戸
営
卒
均
約
八
百
三
十
七
圏
で
あ
る
。

農
家
。
負
債
と
負
携
髄
力

農体省農務局編『本邦農業要覧』昭5，;'('，十1) 



農
家
の
負
債
と
負
捨
能
力

此
の
豆
額
の
負
債
の
た
め
に
農
家
が
負
携
す
る
年
k

の
利
子
は
、
利
子
歩
合
が
ま
ち
/
¥
で
あ
る
た
め
に
的
確
に
之
を
知
り
難
い

一
割
未
満
の
も
の
最
も
多
〈
二
割
二
分
未
満
二
割
五
分
未
満
、
七
分
未
満
と
れ
に
次
官
、

と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
仮
り
に
平
均
九
分
と
見
て
四
億
二
千
五
百
寓
園
で
あ
り
、
八
分
と
見
て
も
三
億
七
千
七
百
飴
寓
闘
に
及
ぶ

7J~ 

一
割
五
分
以
上
の
も
の
最
も
少
し

有
様
で
あ
る
。

此
の
莫
大
な
利
子
負
捨
は
、
主
と
し
て
は
操
業
生
産
の
牧
盆
に
依
っ
て
之
佐
術
っ
て
ゆ
か
紅
叫
り
れ
ば
友
ら
む
諜
だ
が
、
然
ら
ば
本

邦
農
業
の
牧
益
は
年
額
ど
れ
位
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
農
林
省
統
計
表
に
依
り
、
米
萎
・
食
用
農
産
物
・
繭
・
呆
寅
・
藤
茶
及
花
升
・
工

萎
農
産
物
・
製
茶
・
緑
肥
用
作
物
・
畜
産
物
・
果
樹
首
及
桑
苗
を
合
計
し
た
る
生
産
債
額
が
昭
和
七
年
に
於
て
二
十
三
億
九
千
五
百
寓
国

と
註
さ
れ
て
ゐ
る
。
(
統
計
年
鑑
の
示
ナ
所
で
は
食
用
・
閥
惑
・
工
護
農
産
物
線
償
額
十
八
億
六
千
一
一
こ
自
高
闘
と
な
っ
で
ゐ
喜
一
日

此
の
総
生
産
牧
径
を
血
事
げ
る
に
就
い
て
・
経
管
費
と
し
て
何
程
を
要
し
た
る
か
ピ
次
に
来
る
問
題
で
、
然
も
之
れ
が
わ
か
り
粂
ね

る
。
併
し
今
農
家
の
負
債
特
に
そ
の
利
子
負
捲
が
、
農
家
粧
済
を
ど
れ
ほ
ど
強
〈
塵
迫
す
る
か
に
つ
い
て
考
へ
る
に
は
、
綿
収
益
と

の
比
較
を
見
る
よ
り
は
純
牧
盆
と
の
比
較
を
見
る
を
可
と
す
る
か
ら
、
費
地
調
査
に
基
〈
見
通
し
が
附
き
粂
ね
る
友
ら
ぽ
、
推
算
し

て
考
へ
て
み
る
と
と
も
亦
止
む
を
得
た
い
。
そ
の
推
算
と
し
て
は
、
農
林
省
の
行
っ
た
農
家
経
済
調
査
に
基
〈
農
業
総
牧
入
針
農
業

経
管
費
の
割
合
が
大
館
四

O
%見
首
と
忠
は
れ
る
か
ら
、
試
に
そ
の
割
合
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
経
債
費
は
九
億
五
千
八
百
寓
菌
と

友
り
、
従
て
之
を
線
牧
入
か
ら
差
引
い
た
純
牧
径
(
所
謂
農
業
所
得
)

は
十
四
億
三
千
七
百
寓
固
に
な
る
わ
け
で
る
る
。

似
て
今
大
憶
に
於
て
我
邦
の
農
z
家
は
総
計
的
に
見
て
、
年
額
十
四
億
三
千
七
百
寓
闘
の
所
得
で
以
て
、
前
掲
三
億
七
千
七
百
高
園

乃
至
四
億
二
千
五
百
高
国
の
負
債
利
子
を
荷
っ
て
行
〈
わ
け
で
あ
る
。
前
者
は
二
割
六
分
に
営
り
後
者
は
二
割
九
分
六
厘
に
首
る
。

向 上
向上、一六六頁
第五十四回日本帝園統計年鑑85頁
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r
尤
も
理
論
的
に
は
、
農
家
の
負
債
が
全
部
農
業
主
務
上
の
負
債
で
る
る
た
ら
ば
、
そ
の
利
子
は
農
業
経
管
費
の
一
項
目
と
し
て
英

中
に
こ
そ
加
へ
ら
る
べ
き
で
る
れ
、
経
馳
百
費
を
差
引
い
た
残
徐
と
し
て
の
純
牧
径
(
農
業
所
得
)
と
針
比
し
て
之
で
以
て
荷
っ
て
行
く

ぺ
き
も
の
と
考
へ
ら
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
農
業
所
得
と
針
比
せ
ら
る
ぺ
き
も
の
は
消
費
的
負
債
の
利
子
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
寅
際
に
於
て
は
、
農
家
負
債
額
の
中
か
ら
、
生
産
的
た
理
由
に
基
く
も
の
と
消
費
的
た
理
由
に
基
く
も
の
と
を
明
瞭
に
冨

別
す
る
と
と
は
出
来
難
い
の
で
あ
る
か
ら
.
研
究
上
に
於
て
は
之
を
二
様
に
考
へ
、
右
掲
の
如
〈
純
牧
谷
と
負
債
利
子
と
の
比
較
を

錫
す
こ
と
と
併
せ
て
、
今
一
つ
綿
牧
円
分
と
の
比
較
を
見
る
の
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
比
較
は
二
十
三
億
九
千
五
百
高
閣
に
謝
す

る
三
億
七
千
七
百
寓
側
乃
歪
四
億
一
一
千
五
百
高
闘
で
あ
易
か
ら
刊
場
合
に
し
て
一
割
五
分
七
厘
乃
至
一
割
七
分
三
厘
に
首
る
。

併
し
冥
理
は
一
川
青
の
中
閣
に
在
る
。
加
ち
負
伎
は
一
部
分
は
生
産
的
問
山
に
よ
り
.

一
部
介
は
消
質
的
負
俄
で
あ
り
、
双
方
を
共

川

畑

1
1
J
払

}
a
m
i
-
F

、，、
1

3

いれメ一ピ
P
A
V

下、
t
p
q
'刀
FJ
て
ま
そ

文
生
産
的
負
債
利
子
が
、
経
管
費
市
に
於
て
其
の
一
項
目
と
し
て
、
経
管
費
全
醐
胞
に
針
し
て
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
嘗
る
地
位
を
占
め

る
か
を
調
ぺ
て
見
る
と
と
も
肝
要
だ
が
、
之
は
主
港
の
如
〈
、
農
業
粧
品
宵
費
の
線
額
す
ら
判
っ
て
ゐ
な
い
の
に
か
ら
、
検
討
し
て
み

る
す
べ
が
無
い
。

喰
だ
何
れ
に
し
て
も
我
邦
農
家
の
負
債
が
英
大
友
も
の
で
、
共
の
利
子
負
捲
が
過
重
で
あ
り
、
線
牧
品
企
に
比
較
し
て
さ
へ
一
一
割
五

分
以
上
に
賞
り
、
純
牧
徒
に
比
較
す
れ
ば
三
割
弱
に
及
ぶ
と
い
ふ
事
責
は
‘
先
づ
以
て
十
分
に
認
識
さ
る
ぺ
き
所
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
此
の
状
態
は
一
九
三

O
年
頃
に
於
け
る
湖
逸
の
そ
れ
に
〈
ら
ぶ
れ
ば
、
ま
だ
遥
か
に
よ
い
方
で
あ
る
。
営
時
調
遜
の
寅

山
肌
は
寅
に
甚
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
印
ち
周
年
七
月
一
日
現
在
の
濁
遜
園
農
業
負
債
の
綿
額
は
百
三
十
五
億
烏
克
と
算
せ
ら
れ
、
之

農
家
の
負
債
と
負
櫓
能
力



農
家
の
負
債
と
負
指
能
力

四

を
農
業
に
投
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
建
物
、
生
産
的
及
不
生
産
的
資
本
の
帳
簿
面
額
四
百
十
一
億
馬
克
に
比
較
す
れ
ば
、

大
し
て
過
重
た

負
婚
と
も
見
え
友
い
が
、
醐
っ
て
之
を
農
業
の
純
牧
盆
と
比
較
し
て
利
子
負
捲
と
の
釣
合
を
見
れ
ば
、
後
者
は
前
者
を
呑
み
豪
し
て

向
ほ
足
ら
た
い
と
い
ふ
ゃ
う
た
惨
憎
た
る
有
様
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
経
営
規
模
の
大
小
に
依
っ
て
少
か
ら
や
共
趣
を
異
に
し
、
概

示
せ
ば
左
表
の
如
ぃ
。

し
て
小
規
模
の
も
の
土
b
が
控
え
易
い
欣
況
に
は
あ
る
が
、

と
に
か
く
驚
く
ぺ
き
欣
態
で
あ
っ
た
。
試
に
地
方
匝
域
別
に
依
り
之
を
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此
表
忙
依
っ
て
見
れ
ば
、
同
じ
湖
渇
と
い
っ
て
も
経
済
地
域
と
経
侍
規
模
の
異
る
に
依
っ
て
、
甚
し
き
相
蓮
は
あ
る
が
、

一
般
的

に
利
子
負
捲
が
遁
か
に
純
牧
盆
を
超
へ
、
特
に
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
二

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
経
費
に
於
て
は
、
純
牧
盆
は
至
つ

て
僅
少
で
あ
る
の
に
負
債
利
子
は
重
く
、
後
者
は
前
者
の
六
倍
以
と
に
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
c

こ
れ
で
は
ど
う
に
も
農
業
の

や
っ
て
行
け
や
ろ
筈
は
友
い
。
た
ピ
前
に
も
一
言
し
た
や
う
に
、
比
較
的
小
規
模
友
経
営
に
於
て
は
純
牧
盆
に
劃
す
る
利
子
負
婚
の

割
合
も
比
較
的
経
い
上
に
、
街
ほ
農
家
は
共
の
業
主
及
び
一
家
の
人
々
の
葬
賃
収
入
も
あ
る
の
で
、
此
等
を
加
算
す
れ
ば
政
盆
は
利
子

負
権
額
よ
り
も
多
く
、
生
活
は
兎
に
角
に
や
っ
て
行
け
る
有
様
で
あ
っ
た
。
共
の
状
況
左
衰
の
如
い
。

経

済

地

東

プ

ロ

イ

セ

y

~t 

濁

Zノ

ユ

レ

J
v
a
y

西

調

同
町
三

1
侍
こ
吋

r
b
a
z，

p
t
t
R
2
2
c

、T
i
H
コ
1
3

平一

j
t
#れ
遣
す
号
車
市
孟

Ee主ぽ白
J
J
Eマ
亘
書

主主

経

替

規

模

(
{
ク
タ
ー
ル
)

純

収

盆

及

勢

賃

収

入

額

利

子

負

櫓

割

合

-品回目、

王i: li 

?| 
二五
o 0 
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九Z

O 五

五-%

四

主E

{五
|
|
l
五

O

{五

O

|
ニ
0
0

四
五

O 
O 

四

0
・

一
一
二

{五
1
1
|
五

O

{五

O

|
二

0
0

一一一一八
五

O

一一一一一

一
二
五

話E

ditlo 

二
二
八

九
五

一
一
一
・
六

四
六

卸
ち
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
乃
至
五
十
へ
ク
タ
ー
ル
の
小
規
模
経
替
者
に
在
つ
て
は
、
負
債
利
子
は
純
牧
盆
及
び
持
賃
牧
入
の
一
割
二
分
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農
家
の
負
債
と
負
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能
力

プ守

に
し
か
蛍
ら
ぬ
の
か
ら
、
最
も
多
き
も
五
割
一
分
に
及
ぶ
に
遁
ぎ
な
い
。

と
れ
と
て
も
悶
よ
り
決
し
て
軽
い
負
拾
で
は
左
い
が
、
と

に
か
く
生
活
上
に
用
ゐ
得
ベ
き
飴
剰
が
何
程
か
残
さ
れ
る
だ
け
ま
し
で
あ
る
。

次
に
向
限
立
入
っ
て
考
ふ
る
に
、
ナ
ペ
て
上
に
説
く
所
は
、
我
闘
の
欣
況
に
し
て
も
濁
逸
の
扶
況
に
し
て
も
、
農
業
生
産
の
牧
支

計
算
上
よ
り
見
売
る
純
軟
径
と
利
子
負
撲
と
の
比
較
で
あ
る
が
、
併
し
利
子
は
農
業
生
産
物
が
販
資
さ
れ
て
得
ら
れ
た
る
金
銭
牧
入

か
ら
支
梯
は
な
け
れ
ば
な
ら
ね
も
の
で
あ
る
か
ら
、

農
産
物
中
販
一
貫
せ
ら
る
L
ι
b
の
L
資
上
代
償
額
と
利
子
負
擦
と
の
比
較
を
鵠
ナ

同

山

斗

t

h

.
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凋
逸
農
産
物
販
頁
償
額
と
利
子
負
措
と
の
比
較

(
歩
合
)

年

販¥
賓 l東
慣!
額|フ

l ロ

{イ

利|セ

子|
1>' 

負 l
据/

販¥
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1 ・虹虫色/一一四r

ヨた

シ

ユ

レ

J
V

エ

ン

¥
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
}
l
l
¥
J
1
1
t
I
l
l
1
1
1
l
i
p
-
J
/
 

販

貰

償

額

利

子

負

措

百

寓

馬

克

百

七

口

一

六

・

一

七

六

九

八

・

回

一
己
主
一

一一王五
一口九九

一
九
二
四

l
二
五

一
九
二
一
主
上
一
六

一
九
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六

l
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七

一
九
二
七
|
二
へ

二
九
二
八
|
二
九

一
九
二
九
1
三

O

百
寓
馬
克

一一八ニ

プて・4
三三

百
恵
馬
記

九
三
八

= 

一一・回
一口・ロ

夫霊
舟 A 斗云

七八回

九・占

一一・
2

一回・屯
一回・八

-Cコ

九回一=一

一
C

・口
一一・穴

一一一八五
三口一一一

一五・回

.. 
三五

一ゴ了回

プ~

zョ

四
五
口

ニニ・ロ

"" 実

-"" 

印
ち
利
子
負
婚
は
販
寅
償
額
に
劃
し
多
き
は
年
に
よ
り
二
二
%
強
に
及
ぶ
地
方
も
る
る
が
、
少
き
は
八
%
に
過
ぎ
友
い
の
も

b
る。

併
し
少
い
と
見
ゆ
る
地
方
と
雛
ど
も
.
か
友
り
重
い
利
子
負
擦
に
任
ぜ
ざ
る
を
得
訟
か
っ
た
欣
態
が
窺
ひ
得
ら
れ
品
。

之
と
同
様
の
比
較
を
我
固
に
於
て
も
試
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
悲
哉
材
料
が
備
は
っ
て
ゐ
た
い
。
た
Y
前
に
品
ペ
た
や
う
に
農
家

do. S. 547 
何ほ濁逸全捜的に見た農産物質上償額と利子負婚との比較については拙稿「濁
主主町農業負債整理j (大甑商科大串経済研究年報第寸蹴所載)をゑ同せられた

し。
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負
債
の
利
子
負
婚
年
額
三
億
七
千
七
百
高
園
乃
至
四
億
二
千
五
百
寓
固
に
封
し
、
左
表
重
要
農
産
物
販
賓
牧
入
表
を
比
絞
し
て
考
へ

て
み
る
こ
と
を
以
て
、
暫
〈
満
足
す
る
外
は
な
い
。

年昭

干国

タ? ク~，' " タ

我
困
重
要
農
産
物
版
貰
収
入

巨日

半年年年年次

，r¥. ... 
e 

三百二

(
東
洋
縄
済
新
報
枇
調
)

(
車
位
百
高
岡
)

計

一.六ニ一・
0

一
、
己
目
宇
田

八口一・回

、司、
;ftj ~~ cニコ
プ"、""
-ーヨι グL

玉-<~口

③一、
Z

一一了口

⑮一、一さ・七

但
し
④
は
石
ご
十
入
国
⑨
は
二
十
七
固
と
し
て
計
算

図
み
に
米
、
繭
、
小
委
の
純
情
額
は
農
林
省
統
計
掲
載
。
全
農
産
物
償
額
の
う
ち
、
昭
和
四
年
に
於
て
、
七
割
六
分
を
占
む
。

米八七五・ニ

六五

さ中一・ニ
国担一・一

繭

Cコ
a.:峯

大

五F

裸

要F

依
り
に
販
責
債
額
を
百
二
十
億
固
と
す
れ
ば
、
利
子
負
捲
は
約
一
ニ
・
一
%
乃
至
三
・
五
%
見
営
で
あ
り
、
販
賓
債
額
を
育
五
十
億
圃

七

六八八・一一一

4、

と
見
れ
ば
、
利
子
負
捲
割
合
は
、
二
・
五
%
乃
至
二
・
八
%
に
嘗
る
こ
と
に
友
る
。
何
れ
に
し
て
も
濁
逸
農
業
の
負
捨
ナ
る
歩
合
よ
り

は
遥
か
に
低
い
と
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
我
園
の
農
業
そ
れ
白
鰹
と
し
て
は
、
相
官
重
い
利
子
負
捨
で
あ
る
こ
と
を
否
み
縫
い
。
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農
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農
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前
節
に
一
不
す
所
は
、
農
業
を
間
内
会
館
的
に
見
て
共
の
利
子
負
捨
の
重
さ
の
程
度
を
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
斯
く
の
如
き

見
方
を
以
て
し
で
は
十
分
に
絞
心
に
鰯
れ
る
と
と
が
出
来
難
い
。
必
や
や
之
と
同
時
に
、
農
家
各
個
の
粧
品
百
上
よ
り
検
討
す
る
所
が

た
く
て
は
た
ら
ぬ
。

此
の
検
討
は
負
債
の
あ
る
各
農
家
に
つ
い
て

k

之
を
試
み
た
〈
で
は
、
真
相
を
柿
へ
難
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
到
底
出
来
得

ぺ
き
こ
と
で
な
い
か
ら
、
暫
〈
所
潤
農
家
経
怖
調
査
に
去
は
れ
た
所
に
従
っ
て
、
同
県
相
の
一
斑
を
婿
ふ
こ
と
に
す
る
外
は
た
い
。

配
イ
J
E
F
E
K
J
J
F
r
h
r
附

q
c
コハ
I
J
L
r
J
亡
、

J
;
i
2
6
1
t
t一1
t
d
L

↑

!
F
L
U

汀
グ

口
Jd
ド
』
土
台

T
3
K
て
1
1
T
t
r
i
己
記
、
J
H
-
一
irk-ψ

あ
っ
と
ョ

目
立
寸
」
J
壬

I
方
十

4
4
-
p
z
H午
づ
仁

Z
ヨ
ι，主一泊

C
Lコ
ペ
山
市
て
正

4
7

自

1t 

作

八
六
九
・
九
七

一一一
0
・
四
九

三
回
・
一
四

一、
O
二
四
・
六
O

f乍

農

小

4、

農

円

八
五
一
・
二
五

一
一
一
八
・
四
三

三
九
・
八
四

一、

o
一
九
・
五
ニ

農

自

円

八
四
九
・
豆
八

一
ニ
ニ
・
0
ニ

二
八
・
八
五

一、
0
0
0
・
四
五

家粂本

業

牧
業

収

事

牧計

入入入

栄本

業

支

業

支計

o 
六九七

七七 O
三 o=:;: 

三八
0
・
八
四

一二・
0
0

三
九
一
一
・
八
四

四
圭
二
・
O
九

一0
・五

O

四
六
ニ
・
五
九

出出

支

残

七
O
一一・七九

五
四
四
・
二
二

牧本
業
の
み
と
す
れ
ば

六
三
了
七
六

四
八
九
・
一
一
ニ

高

五
三
七
・
八
六

三
九
七
・
四
九

斯
か
る
牧
支
計
算
で
る
る
所
へ
以
て
来
て
、
負
債
の
額
は
昭
和
七
年
度
末
に
於
て
、
白
作
農
七
六
三
・
七
て
自
小
作
農
七
四
二
・

七
J
ニ
小
作
農
五

O
三
・
五
九
と
た
っ
て
ゐ
る
。

俄
り
に
共
の
利
子
を
八
分
と
す
れ
ば
自
作
農
六
一
・
一

O
、
自
小
作
農
五
九
・
四
二
.

農林省「農家経済調査』9) 



i

l

i

-

-

小
作
農
四

0
・
二
九
の
負
捨
に
任
じ
友
け
れ
ば
な
ら
歩
、
俄
り
に
利
率
九
分
と
す
れ
ば
自
作
農
六
八
・
七
三
、
自
小
作
農
六
六
・
入
五
、

小
作
農
四
五
・
三
二
の
負
捻
と
友
る
。
大
開
負
債
の
額
が
、

ゃ
、
之
を
超
過
す
る
有
様
な
の

一
家
所
得
(
牧
支
残
高
)
に
似
て
居
り
、

だ
か
ら
、
利
子
負
捲
の
一
家
所
得
に
封
ず
る
割
合
は
、
ほ
日
利
子
歩
合
に
近
く
、
や
弘
之
よ
り
重
い
寅
欣
で
あ
る
。
創
ち
所
得
の
八
、

九
分
、
粗
雑
に
謂
っ
て
一
一
割
近
い
も
の
を
利
子
と
し
て
負
捲
ず
る
割
合
で
め
る
。
前
節
に
一
不
し
内
所
よ
り
も
共
の
割
合
が
透
か
に
蒐

〈
た
っ
て
来
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
此
方
が
寅
地
紋
態
に
近
い
乙
と
は
言
を
倹
た
な
い
。

‘、

-
右
は
利
子
負
捨
を
推
定
に
基
い
て
比
較
一
計
算
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
費
地
調
援
に
表
は
れ
穴
る
所
を
見
る
。
農
林
省
が
昭

和
八
年
度
に
於
て
中
位
の
自
作
、
自
小
作
、
及
小
作
農
合
計
三
四
二
戸
K
つ
い
て
判
資
し
た
も
の
て
あ
る
。

二
戸
時
同
平
均
矧
に
つ
い

て
一
不
ず
。農

業

総

牧

入

農

業

経

替

費

三 O
四二 f乍
五

.円

二九
=八

者

下4a
 

一、
0
0
三
川
八
五

f乍

自

農

自

4、

小

九
四
O 
圭円
O 農

九
i¥ 

子平
PEI唱
四均

農

四
八
五
・
O
八

四
三
一
・
六

四
二

0
・
六
四

差

引

農

業

所

得

六

六

六

・

七

五

五

七

二

・

二

一

一

一

兼

業

所

得

一

二

五

・

八

四

一

一

四

・

0
五

一

二

了

三

O

家

事

牧

入

四

五

・

五

六

三

七

・

O
五

回

0
・0

一

四

0
・
八
八

所

得

合

計

八

三

八

二

五

七

二

三

・

三

二

六

一

六

・

七

三

七

二

六

・

O
入

此
の
調
査
農
家
の
負
債
利
子
は
農
業
経
替
費
中
に
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
額
及
び
そ
が
艇
曲
目
費
合
計
額
に
封
ず
る
歩
合
を
示
せ
ば
左
の
如
し
。

四
五
五
・
四
二

五
六
四
・
八

O

一二
0
・四
O

自

f予四
. rJ 

六
回

作

者

均

農

平

ノj、

f乍

小

農

農

自

円

一
七
・
七
四

田川

一0
・六

甲円

負

子

債

手IJ

農
家
。
負
債
と
負
措
能
力

九

大原枇合問題研究所「日本労働年鑑』昭和寸 ~_r，ドJほより採録10) 



農
家
の
負
債
と
負
携
能
力

• 9百 O
I1!J 

針
経
血
官
費
歩
合

百
四
二
一
回

1m • 出

• % 

六」

此
表
に
依
っ
て
見
れ
ば
、
利
子
負
婚
は
極
め
で
軽
い
こ
と
と
友
る
、
然
し
此
の
調
査
に
計
上
さ
れ
た
る
も
の
は
粧
管
費
中
の
一
項

目
と
左
っ
て
ゐ
る
所
か
ら
祭
し
て
、
た
ピ
生
産
的
左
目
的
の
潟
め
に
さ
れ
た
負
債
の
利
子
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
る
ペ
き
で
る

る
と
と
を
忠
れ
で
は
訟
ら
お
。

内
て
更
に
向
調
交
に
去
は
れ
た
る
一
一
戸
川
口
同
平
均
負
債
金
制
堂
、
共
の
起
債
目
的
別
に
依
っ
て
一
不
せ
ぽ
友
の
如
し
む

自

作

健

三
五
ニ
・
二
五

一
一
・
九
O

三
五
八
・
O
八

七
二
ニ
・
ニ
三

小

作

農円

=
一
九
二
・
七
八

五
・
四
七

一一一六一一二ハ一

七
六
0
・八六

0

・0
八

二
七
五
・
九
六

四
九
七
・
九
六

小

作

農
一
一
・
九
二

者

平

均田川

一一一一一一一・一一一一

五・八一一

一一一一一一一一・一一一一

六
六
0
・
三
瓦

自

農

業

用

負

債

粂

業

用

負

債

家

事

用

負

債

合

計

見
る
ぺ
し
、
農
家
の
負
債
は
業
務
一
周
の
も
の
よ
り
は
却
っ
て
家
事
用
の
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
其
紙
特
に
小
作
震
に
於
て
顕

著
で
る
る
。
そ
し
て
負
債
の
貸
欣
此
表
の
如
く
左
り
と
せ
ば
、
共
の
負
債
額
は
前
節
に
之
を
示
し
た
所
と
大
差
な
〈
、
従
て
共
の
利

子
負
捨
の
額
及
び
そ
が
農
家
所
得
に
針
し
て
占
む
る
歩
合
も
、
大
健
似
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
，
次
第
で
る
る
。

農
家
負
債
の
原
因
が
、
農
業
上
の
理
由
よ
り
も
、
却
っ
て
家
事
上
の
理
由
に
依
る
消
費
的
負
債
の
方
が
多
い
と
と
は
、
諸
々
の
調

査
に
照
し
て
之
を
窺
ふ
ζ

と
が
出
来
る
。

昭
和
九
年
農
家
綾
涛
間
査
に
よ
れ
ば
、
同
年
末
農
家
負
債
額
平
均
六
一
四
国
で
、
就
中
農
業
負
債
二
九
四
園
、
農
業
外
負
債
三
九
一
回
で
あ
っ
た
。

切
ち
後
者
が
五
二
%
を
占
め
て
ゐ
る
。

同 上 、 八 三頁
改造枇『日本農業年報』第九韓農業金融問題ー0買参1m12) 



倫
ほ
我
岡
農
家
の
負
債
欣
況
を
費
情
的
に
今
少
し
く
的
確
に
せ
ん
が
矯
め
に
、
一
耐
岡
牒
農
舎
の
調
査
に
か
L

る
も
の
を
摘
録
す
れ

ば
、
左
表
の
通
り
で
あ
る
。

場時農

者

種

別

家

族

農

業

用

地

負

査
繭
岡
牒
八
女
都

昭
和
八
年
三
一
月
一
日
よ
り
九
年
二
月
末
日

小
作
農
但
し
常
該
町
村
農
家
一
一
例
岱

P
平
均
耕
作
段
別
の
七
割
以
上
十
五
割
以
下
の
も
の

湖

子

四

人

所
有
地
一
反
五
二
八
借
入
地
一
二
反
九

O
五

計

一

回

反

五

O
三

借
入
金
一
、
二
九

O
国一一二

υ
頼
母
子
講
掛
戻
額
一
回

O
圏
、
其
他

0
・
八
五
回

〈
例
し
現
金
貯
金
其
仙
止
し
ピ
一

O
一一一関
O
パ
E
所
有
す
)

以
上
よ
り
し
て

負
債
利
子
が
穂
牧
入
に
封
ナ
る
割
合

特
別
支
出
(
講
掛
金
、
借
入
金
逗
済
其
他
)
を
併
せ
た
る
も
の
ふ
線
収
入
に
劃
す
る
割
合

負
債
利
子
が
純
枚
入
(
稗
牧
入
中
よ
り
農
業
支
出
、
家
計
費
、
租
税
、
乗
業
支
出
を
差
引
け
る
も
の
)
に
劃
す
る
割
合

調

所ー

2 

日

3 4 5 日

債

加耳

農

業

売牧研・

主円入実
女
間

余賞;

z 肱
兼...，

業主日入
ιι月支
塁間

業

農
天業
苧円支
~出

家

三計

三毛円費

1 2 3 

其

租

=稔
守円負プてJ!JC
竺靖子円

呈入

特

}JIJ 

七牧
・l司
天入

特
主別
マ円支
美出

fl主

負
二債
子円利
売子

計
二
四
一
一
二
国
一
五

→= Z可

ヨヨ;;:-...J..
よ円則

実
甲'1昔十
三互
プ.. 

八七四
・%・出・百
八七ナ
品晶晶

我
園
の
小
農
が
如
何
に
重
き
利
子
負
擦
に
苦
み
つ

L
あ
る
か
を
知
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
で
は
到
底
や
っ
て
行
け
ゃ
う
が
無

い
の
で
あ
っ
て
、
家
計
費
二
六
一
固
に
謝
し
て
利
子
負
婚
が

農
家
の
負
債
ム
」
負
措
能
力

一
一
一
固
と
い
ふ
の
で
は
、
寅
に
目
も
る
て
ら
れ
ね
欣
況
で
-b
る。

稲岡l採農舎編『農家繰済調盃』第十一事ii13) 



農
家
の
負
債
と
負
携
能
力

+
引
に
参
考
の
矯
め
に
繍
逸
の
甚
し
か
り
し
頃
の
朕
況
を
見
る
に
、

一
九
二
九

l
l一二
0
年
度
に
於
け
る
農
家
牧
入
に
封
ず
る
支
出

と
、
負
債
利
子
と
、
短
期
負
債
(
之
を
併
せ
考
へ
る
こ
止
は
童
要
で
あ
る
)
と
の
針
岡
山
左
表
の
如
I
M
o

東
淘
抽
出
農
業
牧
支
比
較

f措

方

負車E

i
 

H

ロ

5~J 文

{責管

子f
 

匹

C
九

合飼

月JJ
計

li 
L 

四
二
七
七

(
車
位
百
高
馬
克
)

J!lζ 

入貸

方

『

-μ
】

匂
U
U
4

-
4
2
nド

二
七
九
四

負
債
利
子
の
牧
入
総
額
に
謝
す
る
割
合
は
正
に
一
四
六
%
に
及
ん
で
ゐ
る
。

向
ほ
経
営
規
模
の
犬
小
に
区
別
し
て
之
を
見
れ
ば

経

寄

規

模

(
〈
タ
タ
l

d

p

)

収

五
1
1
l
五

O

五

O
l二
0
0

二

O
O以
上

支

経

常

支

出

及

負

債

利

子一一

O
五

四
七

O

一
一
四
六

六
二
八

二
九
四

六
三
四

短

期

債

一二一一一一
四
五
九

O 
R且

共
の
惨
憎
た
る
欣
況
を
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
で
は
農
家
負
債
を
排
済
す
ぺ
き
見
込
の
無
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、
利
子
の
支

梯
す
ら
出
来
難
い
貧
欣
で
あ
る
。

四

農
家
の
負
債
と
償
還
能
力

op. cit. (Deutsche Agrarpclitik， Teil 1). S. 550 f↑ 14) 



以
上
一
不
ず
所
に
依
っ
て
、
現
在
我
闘
に
於
て
も
、
将
叉
大
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
後
の
濁
逸
に
於
て
も
、
.
農
民
は
寅
に
移
し
き
借
金

を
負
ひ
、
共
の
金
額
は
、
会
図
的
に
之
を
見
て
も
到
底
農
業
生
産
力
を
以
て
し
て
は
鈎
却
し
得
べ
か
ら
ざ
る

E
額
に
上
ぼ
り
、
叉
之

を
各
農
家
に
就
い
て
見
れ
ば
、
共
の
農
業
牧
谷
を
以
て
し
て
は
勿
論
の
こ
と
.
之
に
粂
業
牧
入
及
び
家
事
収
入
を
併
せ
た
る
一
家
の

機
牧
入
を
以
て
し
で
も
、
所
詮
償
還
し
得
ぺ
き
見
込
の
た
い
ほ
芝
多
額
に
上
ぼ
っ
て
し
ま
っ
て
居
る
と
と
が
わ
か
る
。
従
て
其
の
利

子
も
亦
之
を
年
々
の
農
家
政
入
よ
り
支
梯
ふ
こ
と
が
出
来
友
い
で
、
強
い
て
之
を
排
へ
ば
一
家
の
生
活
費
に
差
支
へ
、
生
活
費
を
支

排
す
れ
ば
刊
子
を
満
足
に
梯
つ
て
は
行
け
な
い
状
態
に
陥
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
農
民
も
人
聞
で
あ
る
以
上
生
活
は
し
て
行
か

授
け
れ
ば
な
ら
ね
か
ら
市

つ
ま
り
巾
利
子
支
沸
が
出
来
殺
ね
る
ご
と
に
た
り
、
そ
の
不
足
を
補
ふ
矯
め
に
ヌ
新
た
に
借
金
し
て
、
新

負
債
の
中
か
ら
利
子
を
掛
ひ
、
利
子
を
梯
ふ
矯
め
に
ん
佐
々
負
債
が
増
加
す
る
と
い
ふ
の
勺
ぴ
・
き
た
ら
一
昨
例
目
K
院
り
て
し
ま
り
た
じ

で
あ
る
。
寅
に
近
年
に
於
け
る
農
家
負
債
の
増
加
は
此
の
事
情
に
築
く
所
多
く
、
農
家
は
た
ピ
負
債
の
利
子
支
梯
の
矯
め
に
働
く
と

い
ふ
貫
欣
を
呈
し
、
文
字
通
り
に
利
子
奴
隷
た
る
境
地
に
陥
入
し
た
の
で
あ
る
。

斯
か
る
決
態
は
、
音
に
債
務
者
た
る
農
民
を
死
地
に
哨
が
し
む
る
の
み
な
ら
や
、
之
は
債
権
者
側
よ
り
見
る
も
、
決
し
℃
其
の
櫨

利
の
安
全
と
賓
質
的
た
槽
利
内
容
を
保
障
す
る
も
の
で
は
る
り
得
た
い
。
元
来
農
民
が
之
に
唱
え
之
を
支
排
し
得
る
能
力
以
上
の
極

端
な
温
度
負
債
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
か
る
債
槽
を
有
す
る
者
は
、
法
律
的
に
は
飽
迄
額
面
通
り
の
楠
利
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
経
済
的
資
質
的
に
は
、
共
の
額
面
通
り
の
排
済
を
受
け
得
ぎ
る
は
勿
論
の
こ
と
、
其
の
利
子
さ
へ
も
漏

足
に
は
牧
取
し
得
な
い
で
、
徒
ら
に
虚
構
そ
擁
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

依
り
に
共
の
模
利
を
賓
行
し
て
権
保
権
を
強
制
執
行
し
て
み
た
所
で
、
元
来
が
捨
保
債
裕
以
上
に
出
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
所
謂
過
度

農
家
の
負
債
と
負
措
能
力



農
家
の
負
債
ξ

負
婚
能
力

ニ
四

負
債
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
債
権
額
の
一
部
分
の
排
済
だ
け
し
か
之
に
依
て
受
け
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
若
し
農
民
負
債
が
全
部
完
全

な
不
動
産
又
は
動
産
を
櫓
保
と
し
て
策
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
叉
そ
の
負
債
額
は
権
保
物
の
安
全
捨
保
カ
隈
度

(
Z
E品。玄
n
F
耳目

ro皆
同
日
日
)
を
超
え
ま
る
も
の
で
め
る
友
ら
ば
、

債
権
者
の
権
利
は
右
の
如
〈
不
確
賞
左
虚
権
的
友
も
の
に
な
る
わ
け
は
な
い
の
だ

が
、
共
の
権
保
が
元
来
不
十
分
で
あ
る
上
に
、
携
保
物
慣
俗
特
に
土
地
債
格
の
下
落
す
る
不
況
時
に
在
つ
て
は
、
債
権
は
捲
保
の
有

無
に
拘
ら
や
'
不
確
貨
危
も
の
と
在
る
を
売
れ
難
い
。
而
し
て
事
賃
上
債
務
が
捨
保
債
格
郎
、
安
全
権
保
力
限
度
に
上
ぼ
っ
て
ゐ
れ
ば

F

P

、

と
7
A
1

比
バ
問
に
泊
皮
負
債
]
し
い
山
こ
と
が
問
胞
子
な
れ
ご
一
味
る
の
一

-bpt

ま
し
て
や
上
に
貫
献
に
つ
い
て
一
不
す
が
如
く
、
農
家
は
共
の
一
家
の
会
牧
入
を
以
て
し
で
も
生
活
費
を
差
引
い
て
到
底
よ
く
負
債

の
利
子
を
支
排
ふ
と
と
の
出
来
左
い
扶
態
に
在
り
(
特
に
凋
逸
の
例
を
見
よ
)
、
又
債
権
者
が
幾
ら
捨
保
物
を
強
制
寅
却
し
て
見
て
も
‘

満
足
な
る
排
済
を
得
古
る
欣
況
に
在
る
と
と
、
左
去
に
一
不
ナ
濁
逸
の
賓
例
の
如
く
た
り
と
せ
山
市
、
値
権
者
の
機
利
が
共
の
法
律
的
な

名
義
上
と
経
済
的
危
貫
質
上
と
に
於
て
大
い
た
る
相
違
あ
り
、
権
利
が
様
利
と
し
て
確
寅
友
内
容
を
持
ち
符
ざ
る
も
の
に
友
っ
て
し

ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
否
定
す
る
に
由
ゑ
き
も
の
で
あ
る
。

一
九
=
二
年
前
期
に
於
け
る
凋
逸
農
業
経
替
強
制
執
行
成
績

地

方

競
賀
さ
れ
た
る
土
地
の
負

債
額
(
一
〈
タ
タ
ー
ル
営
)馬

車

九
三

O

一
七
七

O

六一ニ

O

一
四
八

O

四

0
・ニ

品

属是

ニ馬持

貰

債
権
者
取
得
歩
合

問

=
一
四
・
ニ

備

東

フ.

イ

せ竺

ロ

シ

八
七

O

三
七
一

八
八
五

7' 

ラ

ン

デ

ン
.
フ
ル
ク

五
一
・

0

四
一
・

O

ポ

)L-

L〆

メ

3〆

U 

レ

ジ

ン

"'" 
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品

レ

λ

ル

ス

タウ

ツ

夕

、

イ

ン

ノ、

O 

il... 

五
二
・
六

ー

デ

ル

、

ザ

ク

セ

ン

三
一
五

O

一
五
七

O

五

0
・

，、，

イ

z 

)L-

ン

O 

O 

，，-

O 

四

従
来
の
法
律
観
念
を
以
て
す
れ
ば
、
金
銭
の
貸
借
は
捨
保
然
か
も
物
上
捨
保
を
以
亡
行
は
れ
、
そ
の
権
保
物
の
債
格
の
一
定
歩
合

(
例
へ
ば
六

O
M

以
内
に
於
て
債
椿
額
が
定
め
ら
れ
て
貸
借
が
行
は
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
債
様
者
の
樺
利
は
安
全
・
な
も
の
と
考
へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
農
業
金
融
の
揚
合
に
限
ら
や
、

有
も
貸
借
の
行
は
れ
る
際
に
は
、

一
般
的
に
庚
〈
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
る
る

が
、
然
し
賀
際
に
於
て
は
‘
決
し
て
さ
う
と
限
(
り
た
も
の
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
首
該
経
済
方
面
が
隆
昌
で
あ
っ
て
、
捨

米
初
〉
賀
齢
、

1
4ト
L
3
t
F
r
話
可

J
:
I
M
7
4訂
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X
:
:
:

{
4
r
f，干
l
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t主
メ
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E
E
l
-
r
く

1
自

l
h
t
u
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!
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・

1
l
l
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そ
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一
日
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E
E
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{
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共
他
の
諸
園

ω農
業

ω
や
う
に
、

そ
の
経
消
欣
態
が
一
般
に
疲
弊
し
、
捨
保
物
特
に
共
の
主
要
部
分
た
る
農
地
の
債
格
は
却
っ
て
年

々
下
落
す
る
や
う
友
寛
政
に
在
る
所
に
於
で
は
、
物
上
捨
保
を
件
ふ
償
槽
必
十
し
も
安
全
確
貫
で
は
あ
り
得
た
い
。

此
事
は
十
分
明
か
に
認
識
す
べ
き
所
で
あ
る
。
斯
か
る
法
律
上
の
形
式
的
権
利
は
経
済
上
の
貫
質
的
内
容
と
相
件
危
う
べ
き
も
の

た
る
こ
と
、
央
々
も
注
意
を
要
ず
る
。

誌
に
於
て
か
、
農
家
の
負
債
と
農
家
経
済
と
の
釣
合
を
考
へ
、
負
債
利
子
と
農
家
の
純
牧
盆
若
く
は
農
家
所
得
と
の
釣
合
を
考
ふ

る
揚
合
に
は
、
そ
し
て
農
家
負
債
を
し
て
農
家
経
済
に
封
し
て
適
度
を
保
た
し
め
・
農
家
負
債
の
利
子
を
し
て
農
家
所
得
に
針
し
て

適
度
の
も
の
た
ら
し
め
ん
と
企
つ
る
揚
合
に
は
、
従
来
の
や
う
に
、
婚
保
物
特
に
農
地
僚
絡
と
の
比
較
を
潟
す
と
と
を
止
め
て
、
新

た
た
る
見
地
を
定
め
、
農
家
負
債
の
安
全
限
度
(
冨

5
宏一
ω
弓
Z
F
2
Z噌
EN)
を
立
つ
る
に
就
い
て
、
新
た
友
る
見
解
を
取
る
と
と

農
家
の
負
債
と
負
揚
能
力

五



農
家
の
負
債
と
負
携
能
力

占

ノ、

の
必
要
止
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
見
る
の
で
あ
る
。

然
ら
は
共
の
新
た
た
る
見
解
と
は
何
ぞ
や
。

一
言
に
し
て
之
を
い
へ
ば
、
農
家
が
異
に
能
く
元
本
及
び
利
子
の
緋
椅
を
呆
し
符
ぺ

き
能
力
限
度
を
見
定
め
る
と
い
ふ
こ
と
之
で
あ
る
。

そ
し
て
之
を
見
定
め
る
に
は
、
農
家
が
共
の
一
家
の
牧
釜
中
か
ら
、
共
の
地
方

の
普
通
に
し
て
健
全
な
る
習
慣
に
従
っ
て
生
活
を
潟
ず
に
要
す
る
生
計
費
を
差
引
い
た
上
で
、
山
川
ほ
そ
の
負
債
の
利
子
を
支
挑
つ

て
、
然
か
も
よ
く
そ
の
負
債
元
本
の
年
賦
的
鈴
却
を
銭
し
得
る
だ
け
の
も
の
L
残
る
程
度
の
負
債
限
度
を
考
へ
る
乙
と
に
す
る
の
で

あ
る
。
十
ん
は
民
家

η
生
能
的
た
魚
伎
に
つ
い
て
の
に
と
で
あ
る
が
、
沼
し
伐
閣
の
賞
状

υ
や
う
に
、
農
家
翁
債
の
中
か
ら
生
産
的
な

も
の
と
消
賛
的
危
も
の
と
を
、
や
L
明
瞭
に
区
別
す
る
乙
と
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
家
の
農
業
純
牧
盆
と
粂
業
純
牧
盆
と
家
事

収
入
と
を
合
計
し
た
る
一
家
所
得
の
中
か
ら
、
右
の
意
味
に
於
け
る
生
活
費
を
差
引
い
て
、
向
ほ
よ
く
残
飴
で
以
て
負
債
の
元
利
償

還
を
鵠
し
得
る
限
度
の
負
債
額
と
見
る
こ
と
も
亦
止
む
を
得
た
い
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
農
家
が
普
通
の
生
活
を
鋳
し
つ
ミ
業
務
を

組
績
し
得
る
だ
け
の
も
の
を
残
し
て
、
其
の
飴
分
で
負
債
一
冗
利
の
排
済
が
山
来
る
の
で
た
く
て
は
.
農
家
は
負
債
の
矯
め
に
波
落
す

る
外
は
た
く
、
そ
の
程
度
以
上
の
負
債
は
、
印
ち
之
れ
過
度
負
債
と
見
た
り
れ
ば
友
ら
ね
。
そ
し
て
共
の
利
子
負
携
は
重
過
ぎ
る
と

見
け
れ
ば
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

此
の
新
た
た
る
見
解
は
一
九
三
三
年
六
月
一
日
の
濁
逸
園
負
債
整
理
法
(
∞
口
E
E
O
E
O崎
町

Z
E何
回
向

2
2
N
)

の
採
用
し
た
所
の
負
債

整
理
の
原
則
に
於
て
之
を
見
る
と
と
が
出
来
る
と
田
山
ふ
。
邸
ち
そ
の
原
則
と
す
る
所
は
、
負
債
せ
る
農
家
の
負
債
償
還
能
力
を
見
定

め
、
共
の
能
力
限
度
ま
で
既
存
の
負
債
額
及
び
利
子
負
捨
を
引
下
げ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
各
負
債
農
家
に
封
し
で
は
、
共
の

業
務
の
粧
替
全
般
と
し
て
の
債
格

3
2
5
Z
4
2
3
を
見
積
り
、
そ
の
経
営
債
格
の
=
一
分
こ
ま
で
を
負
債
に
謝
す
る
安
全
権
保
限
度



と
見
、
そ
の
限
度
に
ま
で
負
債
を
切
下
げ
、
之
を
年
利
四
分
五
厘
に
於
て
尤
利
年
賦
償
還
の
長
期
債
に
改
め
る
の
で
あ
る
。

邸
中
り
負
債
の
安
全
限
度
(
冨
吉
含
一
日
5
7
2
z
=
)
を
権
保
物
の
債
絡
に
置
か
た
い
で
、
経
品
百
債
格
に
置
か
ん
と
す
る

L
の
で
あ
る
。

そ
し
て
右
掲
濁
渇
の
一
九
三
三
年
六
月
一
日
の
法
律
は
、
既
存
の
農
家
負
債
の
整
理
の
鴻
め
に
浩
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
之

は
農
家
が
新
た
に
負
債
を
鴻
す
場
合
に
つ
い
て
も
、
河
様
に
適
用
あ
る
も
の
と
足
亡
何
等
差
支
な
い
。
そ
し
て
又
此
の
安
全
限
皮
が

守
ら
る
a
h

た
ら
ば
、
農
家
に
取
っ
て
も
負
債
に
多
〈
の
厄
険
が
伴
は
や
、
過
日
以
負
依
に
陥
る
心
配
か
な
く
て
す
む
の
み
な
ら
や
、
貸

主
に
取
っ
て
も
共
の
債
権
の
安
全
性
が
資
代
的
に
保
障
さ
れ
、
農
業
負
債
を
以
て
私
的
貸
借
と
し
て
之
に
債
権
契
約
た
る
性
質
を
帯

ば
し
む
る
限
り
、
斯
か
る
安
全
限
皮
を
降
立
す
る
こ
と
は
、
拍
川
に
趨
営
た
考
と
い
は
な
け
れ
ば
放
ら
肉
。
斯
く
て
と
そ
初
め
て
農
家

こ
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問

1
7
1
i、
:、
ld

の
利
子
負
捨
に
も
任
中
る
を
得
る
の
み
左
ら
十
、

北
ハ
の
負
債
が
農
業
負
債
の
原
則
に
従
っ
て
長
期
済
崩
法
に
依
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
そ
の
元
本
償
還
を
も
矯
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

此
の
制
度
に
依
る
負
債
安
全
限
度
は
従
来
の
捨
保
農
地
債
格
の
一
定
歩
合
に
依
る
安
全
限
度
よ
り
も
、
農
業
負
債
の
性
質
に
よ
り

よ
〈
合
致
す
る
の
み
友
ら
や
、
我
闘
の
如
く
農
業
経
営
者
中
に
小
作
農
が
多
数
に
存
布
し
て
、
負
債
の
捨
保
に
土
地
を
入
れ
る
と
と

の
出
来
な
い
も
の
に
針
し
で
も
、
此
の
終
器
使
格
の
一
定
歩
合
に
よ
る
負
債
安
全
限
度
制
は
、

よ
く
之
を
適
用
す
る
と
と
が
出
来
て

結
構
で
あ
る
。
要
す
る
に
此
の
制
度
は
農
業
金
融
上
の
一
進
歩
を
物
語
る
も
の
と
謂
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。

五

農
家
負
債
と
刺
子
理
論

農
家
の
負
債
と
負
携
能
力

七

Max Sering， Deu臼cheAgrarpolitik allf g~:schichtlicher und 1叩 de:，;k四 dlicher
Grundbge， Leipzig 1934;.S -123. 
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農
家
の
負
債
と
負
強
能
力

i¥. 

今
農
家
の
負
債
に
つ
い
て
右
の
如
き
寅
地
方
策
の
取
ら
る
ぺ
き
と
と
を
正
営
づ
け
る
理
論
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
に
、
普
通
に
行

は
れ
る
利
子
理
論
と
し
て
の
生
産
力
説
(
宇
邑
己
主
三
q
F
Sミ
)

の
如
き
を
以
て
し
で
は
、
到
底
営
今
の
農
家
負
債
の
金
利
を
律
し

難
く
、
特
に
共
の
限
度
を
定
む
る
が
矯
め
の
標
準
と
は
矯
し
難
い
。
農
業
金
利
論
と
し
て
の
全
面
的
正
営
性
乞
認
め
難
い
と
共
に
、

資
地
問
題
解
燥
の
手
引
と
銭
す
に
足
り
な
い
。
卸
ち
此
誌
に
従
へ
ば
、
利
子
は
負
債
の
元
本
を
生
産
の
目
的
を
以
て
資
本
と
し
て
使

閉
し
た
担
朝
合
に
、
共
か
資
本
と
し
て
有
す
る
生
産
力
に
舷
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
投
資
さ
れ
た
る
も
の
L
生
産
数
果
に
昨
応
じ
て
定
ま

る
ぺ
含
も
ひ
と
せ
ら
い
川
る
。

モ
し
と
波
の
限
ぶ
生
応
力
流
(
ヨ
1
1
3
t

〉
日

f
t
、

U
，
一
か
引
い
も

i
L

L
L

、J
H
1伺
入

i
w
一バ
U
む

A
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U
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q
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3
3
1
4
z

，z
=
6
3
〉
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4

巴
:
ヨ

f
o
b
'
t
〈
-
-

h

I

叫

i

の
標
準
と
左
る
ぺ
き
生
産
力
と
は
、
限
界
投
資
に
於
け
る
限
界
生
産
力
だ
と
説
明
す
る
。

け
れ
ど
も
元
来
農
業
に
於
け
る
生
産
上
の
利
組
り
は
‘

現
今
基
に
低
い
の
が
寅
欣
で
あ
っ
て
、

我
固
に
於
て
は
良
く
て
三
%
か

一
一
一
・
五
%
、
不
良
た
の
は
二
%
か
二
・
五
%
に
し
か
首
ら
・
な
い
と
せ
ら
れ
、
農
産
物
債
格
の
暴
落
し
た
近
時
の
寅
欣
に
於
て
は
、
平
均
的

に
見
て
も
農
業
利
廻
は
著
し
く
低
い
の
に
、
ま
し
て
そ
の
限
界
的
た
も
の
を
見
れ
ば
お
話
に
友
ら
ぬ
ほ
左
低
い
も
の
で
あ
る
。
狽
品
漣

そ
の
他
の
諸
園
に
於
て
も
、
事
情
に
大
差
は
た
い
。
然
る
に
一
方
賓
際
貸
借
さ
れ
て
ゐ
る
農
家
負
債
の
利
子
歩
合
は
と
い
へ
ば
、
上

に
綾
k

と
れ
を
絞
し
た
や
う
に
緩
め
て
高
歩
で
あ
っ
て
、
商
工
金
融
に
於
け
る
よ
り
も
遥
か
に
高
い
。
試
に
農
林
省
の
調
査
に
つ
い

て
見
れ
ば
七
分
以
上
一
一
割
未
満
の
も
の
が
最
も
多
く
、

い
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
既
漣
の
通
り
で
あ
ふ
。

一
割
二
分
未
満
と
一
割
五
分
未
満
と
れ
に
次
ぎ
、

一
割
五
分
以
上
は
最
も
少

と
れ
で
は
負
債
利
子
歩
合
と
農
業
投
資
利
廻
り
と
は
到
底
釣
合
ひ
こ
は
左
い
の
だ
が
、
何
分
に
も
農
業
金
融
機
闘
の
不
備
な
の
と

農
業
貸
付
が
大
部
分
長
期
信
用
た
の
と
、
農
業
へ
の
貸
付
資
金
の
供
給
が
と
か
く
潤
糧
で
な
い
の
と
、
共
他
種
々
な
理
由
に
依
つ
で
‘

詳細は拙著「枇合問題控系』第八巻T農村問題』二四..-夜以下参照{17) 



資
際
の
貸
借
利
率
は
斯
〈
も
高
率
な
の
で
あ
る
。

此
の
貧
欣
を
以
て
し
て
は
、
彼
の
生
震
力
説
の
如
き
は
、
農
家
貸
借
利
子
を
設
明
す
る
に
は
殆
ん
ど
用
を
居
摘
さ
な
い
。

そ
れ
は
純

体
に
生
産
的
に
使
用
さ
れ
る
貸
借
に
つ
い
て
の
利
子
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
於
て
は
此
の
理
論
は
結
局
安
賞
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
前
に
皮
々
こ
れ
を
明
か
に
し
た
や
う
に
、
我
闘
な
ど
で
は
、
農
家
の
負
債
の
中
か
ら
生
産
的
な
も
の
と
消
費
的
友
も
の

と
を
国
別
す
る
と
と
は
、

一
般
的
陀
は
事
費
不
可
能
で
る
り
、
た
と
へ
負
債
首
初
の
目
的
は
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
を
許
ず
に
し
℃

も
、
そ
れ
は
串
民
地
的
に
は
何
の
意
味
ち
た
い
と
と
で
、
資
際
使
用
さ
れ
た
所
に
従
て
直
別
し
な
〈
て
は
駄
目
た
の
だ
か
ら
、
結
局
利

子
に
つ
い
て
の
生
産
力
沿
は
、
少
く
と
も
戎
闘
の
農
家
負
債
の

一
般
に
樹
ず
る
限
り
は
、
適
用
さ
れ
得
な
い
も
の
と
見
る
外
は
な

い
c

た
1
4

一
二
川
川
寸
れ
ど
も
ぽ
ん
の
明
会
的
た
佐
川
品
位
配
布
寸
る
だ
け
の
と

4
で
あ
っ
七
、
街
地
川
附
副
社
併
時
L
1
t
J

資
札
仰
向
傍
税

理
を
行
ふ
揚
合
友
ど
に
は
、
直
接
に
は
周
一
伊
一
筋
し
得
友
い
。

け
れ

E
も
此
の
理
論
は
、
失
に
遁
ぺ
ん
と
す
る
債
務
者
の
利
子
負
槍
能
力
説

(gロ
戸
市
母
子

3
弓
)

の
中
に
は
、

概
念
的
に
包
含

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
が
一
定
額
の
利
子
を
負
捨
し
得
る
力
は
、
結
局
は
債
務
者
の
生
産
能
力
に
待
つ
外
は
友
〈
、
そ
の

生
産
能
力
中
に
は
負
債
し
て
用
ぬ
た
る
資
本
の
生
産
力
も
包
容
さ
れ
て
ゐ
る
筈
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
間
接
的
に
は
、
利

子
理
論
と
し
て
安
首
性
を
有
し
、
農
業
貸
借
も
闘
よ
り
そ
の
受
賞
性
か
ら
除
外
さ
る
べ
き
筈
は
及
く
、
負
捨
能
力
誌
が
安
営
す
忍
限

り
、
生
産
力
説
も
受
賞
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
見
方
に
於
て
も
向
ほ
保
件
と
制
限
を
要
す
る
と
と
は
忘
れ
て
な
ら
ぬ
所
に
属

ず
る
。
印
ち
そ
れ
は
用
ゐ
ら
れ
た
る
資
本
の
生
産
力
と
い
っ
た
所
で
、
責
際
に
は
之
を
問
ゐ
る
農
家
の
持
働
の
生
産
力
と
合
致
し
て

表
は
れ
て
来
る
に
過
庁
、
な
い
も
の
で
、

雨
者
を
別
々
に
考
へ
る
こ
と
は
出
来
難
い
も
の
で
あ
る
。
(
従
来
こ
れ
を
観
念
的
に
分
析
し
て
別

農
家
の
負
債
と
負
櫓
能
力

九



農
家
の
負
債
と
負
捨
能
力

。

々
に
取
扱
ふ
風
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
誤
謬
で
あ
る
。
勢
働
そ
れ
自
身
回
生
産
力
の
定
め
難
き
が
如
〈
資
本
そ
れ
自
身
の
生
産
力
も
定
め
難
い
。
繭
者

の
合
致
し
た
働
と
し
て
の
生
産
力
の
み
が
定
め
得
ら
れ
る
U

観
念
的
に
も
質
地
的
に
も
0
)

従
て
此
の
意
味
に
於
け
る
生
産
力
説
の
受
賞
性
は
部

分
的
で
る
る
。

特
に
我
凶
の
民
家
負
債
の
如
く
、
生
産
的
な
の
と
消
費
的
友
の
と
が
ど
つ
も
や
に
せ
ら
れ
、
共
の
利
子
の
支
排
は
、
農
業
本
業
か

ら
の
問
符
ば
か
り
で
む
〈
、
骨
組
糸
川
何
も
家
事
牧
入
(
米
人
が
他
や
り
得
品
俸
給
、
第
貨
中
其
他
を
合
む
)

を
一
切
合
計
し
た
一
家
所
得
で

以
て
之
を
負
婚
し
て
行
く
外
は
左
い
寅
献
の
下
に
於
て
口
、

お
れ
む
章
、
脇
町
能
力
仁
和
止
の
加
か
ら
山
一
九
一
州
て
府
り
、

i
l
l
-
恥
;
;

日
刊
4
1
ι
r
j
p
k
V
R
J
f
づ
代
日

f
!一1
A
l
d
T
!
1

上
に
表
は
し
来
る
放
岡
市
た
る
も
の
は
(
た
と
へ
之
を
別
倒
に
考
へ
得
た
り
と
し
て
も
)
と
の
種
k

の
源
泉
中
の
一
を
銭
す
に
過
ぎ
た
い
。

誌
に
於
て
か
農
家
負
債
の
利
子
に
つ
い
て
、
其
の
限
度
を
定
む
べ
き
受
賞
性
を
有
す
る
理
論
は
、
右
の
如
き
意
味
内
容
を
有
す
る

所
の
債
務
者
負
槍
能
力
説
だ
と
い
ふ
と
と
に
な
る
。
此
設
は
人
の
よ
く
知
る
が
如
く
、
利
子
の
決
定
は
結
局
資
本
的
友
生
産
貸
借
に

し
で
も
勝
又
消
費
貸
借
に
し
で
も
、
之
を
借
り
て
朋
ゐ
る
人
が
、
共
の
使
用
代
償
と
し
て
之
を
支
捌
ひ
得
る
能
力
に
依
っ
て
偽
さ
れ

る
外
は
な
い
と
見
る
も
の
で
る
っ
て
、
利
子
褒
生
の
原
凶
が
那
遂
に
存
す
る
に
拘
ら
や
、
貸
借
上
の
利
子
は
之
を
支
排
ふ
も
の
土
又

梯
能
力
に
依
っ
て
定
ま
る
こ
と
の
如
何
と
も
し
難
き
を
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
淘
に
、
そ
の
決
定
の
意
味
を
利
子
負
拾
の
限
度
と
解

す
る
に
於
て
は
、
此
説
は
毘
嘗
た
ら
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
能
は
ぎ
る
所
で
、
支
排
ふ
と
と
の
出
来
た
い
能
力
以
上
の
も
の
は
、
之
を

貸
主
に
於
て
取
立
て
ん
と
す
る
も
結
局
そ
の
目
的
を
達
し
難
い
乙
と
は
明
か
だ
か
ら
、
之
を
以
て
債
務
者
の
利
子
負
権
限
度
と
鵠
す

外
は
ゑ
い
。

惟
ふ
に
利
子
に
開
ず
る
生
産
力
説
だ
と
か
、
制
慾
説

7
Z
F
{口
g
g
Z】

8
ミ
)

又
は
貯
蓄
設
だ
と
か
、
債
値
に
闘
す
る
時
差
説
だ



と
か
稀
せ
ら
る
-
h

所
の
も
の
は
、
何
れ
も
利
子
の
愛
生
す
る
原
因
や
理
由
に
闘
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
て
利
子
の
決
定
に
つ
い
て

も
説
明
を
加
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
負
捨
能
力
説
に
至
つ
て
は
、
此
等
の
諸
説
の
如
く
利
子
費
生
の
原
因
や
理
由
に
つ
い
て

考
へ
る
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
貸
借
市
場
に
於
い
て
定
ま
る
べ
き
現
貨
の
利
子
額
叉
は
利
率
に
つ
い
て
、
共
の
決
定
法
則
然
か
も

最
高
限
度
と
し
て
の
決
定
法
則
を
明
か
に
ナ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
農
家
の
負
債
に
つ
い
て
、
北
(
の
利
子
負
捨
を
農
家
経
済
上

よ
り
種
々
の
意
味
に
於
て
検
討
せ
ん
と
す
る
に
首
つ
て
は
、
共
の
利
子
議
生
の
原
因
や
理
由
よ
り
も
、
利
チ
額
の
決
定
限
度
が
問
題

で
あ
り
、
之
を
農
業
収
径
や
民
家
所
得
と
比
較
し
て
見
て
、
如
何
注
る
程
度
の
利
子
一
負
婚
な
ら
ば
、

一
闘
農
業
又
は
各
護
家
の
経
済

は
之
に
構
え
得
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
見
倣
め
ん
と
す
る
の
が
、
北
(
の
研
究
の
目
的
と
す
る
所
で
る
る
。

さ
れ
ば
理
論
的
に
も
賓
際
的

と
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司
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此
の
意
味
に
於
て
今
こ
の
負
捨
能
力
説
の
一
本
ず
所
か
ら
考
へ
て
み
で
も
、
利
子
は
結
局
農
家
の
経
替
又
は
家
計
が
と
れ
を
堪
え
得

る
限
度
に
於
て
定
め
ら
る
ぺ
き
も
の
と
見
る
外
た
く
、
従
て
農
家
が
荷
ふ
べ
背
負
債
元
本
の
翻
も
之
に
趨
舷
し
て
其
の
最
高
限
度
を

決
定
す
る
外
は
な
い
。

つ
ま
り
農
業
負
債
に
於
け
る
安
全
限
度

(冨

Z
E。-百円
r
E
a
Z
号
室
。
コ
N
)

は
、
農
家
の
利
子
負
権
能
力
限
度
よ

り
逆
算
し
て
之
を
見
定
め
る
の
を
、
最
も
安
蛍
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
凋
逸
の
前
述
一
九
三
三
年
六
月
一
目
立
法
が
、
明
確
に
農
家
の
純
牧
入
よ
り
普
通
の
生
活
費
を
引
去
り

て
向
ほ
そ
の
徐
裕
と
し
で
之
を
支
捌
ひ
得
る
限
度
の
利
子
負
捲
能
力

(X吉
国
一
丘
団

Z
=四国
E
E問
r
a
G

を
考
へ
、
之
と
農
家
業
務
の
粧
品
百

慣
格
と
を
闘
聯
せ
し
め
で
、
負
債
安
全
限
度
と
鴻
す
方
針
を
採
っ
た
と
と
は
、
甚
だ
営
を
得
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

で
こ
の
利
子
負
捨
能
力
以
上
に
及
ぶ
利
子
を
生
や
ぺ
き
負
債
は
即
ち
所
間
過
度
負
債
た
り
と
し
て
、
時
前
来
の
負
債
に
つ
い
て
は
此
の

限
度
を
守
ら
し
め
、
既
存
の
負
債
(
奮
債
)
に
つ
い
て
は
そ
の
限
度
に
之
を
引
下
げ
る
こ
と
に
依
っ
て
負
債
整
理
の
業
を
行
は
ん
と
し

農
家
の
負
債
と
負
携
能
力



農
家
。
負
債
と
負
擢
能
力

た
こ
と
も
、
適
営
の
考
に
基
く
趨
営
の
庭
置
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
邸
ち
時
の
立
法
は
営
時
一
般
の
市
揚
利
子
歩
合
に
鑑
み
て
農
業

負
債
の
賦
割
償
還
元
利
率
を
四
・
五
%
と
定
め
、
之
を
右
の
農
家
の
利
子
負
投
能
力
限
度
及
び
農
家
の
業
務
経
営
債
格
と
服
し
合
せ

て
計
算
し
、
そ
の
額
以
上
に
上
ぽ
る
負
債
額
は
之
を
切
捨
て
、
奮
債
を
共
額
の
債
務
に
改
愛
し
、
新
債
務
は
長
期
割
賦
償
還
の
も
の

と
潟
し
て
、
以
て
整
理
そ
行
ふ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
お
。

共
後
調
乙
に
於
て
は
ナ
チ
ス
政
擦
の
樹
立
と
共
に
、
農
業
金
融
に
闘
し
で
は
根
本
的
に
観
念
を
鑓
革
ず
べ
き
も
の
と
な
し
、
農
業

ハ
ー
酬
佐
役
刑
の
如
〈
一
般
に
山
っ
て
私
的
貸
借
倒
知
人
一
知
ナ
ヒ
L
一
在
日
不
可
止

L
P
h〆

4
Eや
1
公
的
冷
性

mm
の
も
の
と
改
む
る
と
札
-
k
h

農
地
を
自
由
に
捲
保
に
供
し
、
そ
の
債
格
を
浮
か
し
て
之
を
金
融
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
以
て
根
本
的
に
農
地
の
本
性
に
反
す
る
も

。。

の
と
し
て
禁
止
す
ぺ
し
と
矯
し
、
又
農
業
負
債
を
資
本
の
貸
借
と
見
て
其
の
利
子

(N

一E)
を
考
へ
る
と
と
も
遁
蛍
で
扱
く
、
利
子
支

0

0

 

排
は
須
ら
く
地
代
完

2
2
)
支
携
の
性
質
の
も
の
と
革
め
ら
る
べ
き
も
の
と
鋳
し
、
之
を
貫
現
す
る
に
適
す
る
制
度
を
樹
て
ん
と
欲

し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
拘
に
注
目
と
考
慮
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
事
は
蕊
に
本
論
文
の
考
察
せ
ん
冒
と
す
る
所
と
直
接
に
は

関
係
友
く
、
本
論
文
に
於
て
は
、
冒
頭
に
断
っ
て
置
い
た
や
う
に
、
農
業
負
債
を
従
来
の
私
的
貸
借
そ
の
ま
L

の
も
の
と
見
、
所
謂

農
業
信
用
手
間
『
E
，
To--円

)

の
範
時
内
に
於
て
、
そ
の
負
債
額
と
利
子
と
の
負
捨
が
、
現
在
の

(
特
に
我
闘
。
)
農
業
及
ぴ
農
家
経
済

に
如
何
に
重
麿
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
究
め
、
之
を
遁
営
限
度
の
も
の
と
潟
す
ぺ
き
が
鋳
め
に
、
共
の
理
論
と
賞
地
方
策
の
目
標

と
潟
す
べ
き
も
の
と
を
明
か
に
す
る
と
と
が
、
記
中
川
一
と
論
議
の
目
的
を
矯
す
も
の
で
あ
る
。
(
完
)
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